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第一部【企業情報】 
  

第１【企業の概況】 
  

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注） 売上高には消費税等は含まれておりません。 

  

 

回次 第33期中 第34期中 第35期中 第33期 第34期 

会計期間 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成18年
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成19年
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成17年
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

自平成18年 
４月１日 

至平成19年 
３月31日 

売上高（千円） 8,262,645 7,797,017 7,961,164 16,609,877 16,185,172 

経常利益（千円） 1,829,189 1,562,242 1,531,984 3,883,760 3,465,847 

中間(当期)純利益 
（千円） 

1,076,209 902,625 812,457 2,263,361 2,005,886 

純資産額（千円） 18,730,967 19,213,505 19,185,339 20,166,702 19,845,971 

総資産額（千円） 29,682,246 29,346,503 30,657,787 30,691,004 29,891,676 

１株当たり純資産額
（円） 

764.93 797.29 809.32 817.18 828.91 

１株当たり中間(当期)
純利益金額（円） 

43.95 36.97 34.06 87.01 82.95 

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益
金額（円） 

43.91 34.41 31.66 80.88 77.09 

自己資本比率（％） 63.1 65.5 62.6 65.7 66.4 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー（千円） 

845,735 1,024,709 47,234 2,794,246 2,202,847 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー（千円） 

△836,487 △236,049 △1,215,347 △1,343,705 △406,310 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー（千円） 

△766,229 △1,856,491 493,908 △909,023 △2,348,363 

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高
（千円） 

1,982,091 2,212,760 2,054,560 3,280,591 2,728,765 

従業員数（人） 317 333 343 311 307 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注） 売上高には消費税等は含まれておりません。 

  

 

回次 第33期中 第34期中 第35期中 第33期 第34期 

会計期間 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成18年
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成19年
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成17年
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

自平成18年 
４月１日 

至平成19年 
３月31日 

売上高（千円） 7,987,305 7,491,339 7,651,074 15,949,694 15,600,519 

経常利益（千円） 1,568,472 1,279,404 1,271,711 3,361,451 2,905,695 

中間（当期）純利益
（千円） 

925,003 740,175 677,789 1,959,039 1,697,994 

資本金（千円） 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 

発行済株式総数（株） 26,906,346 26,906,346 26,906,346 26,906,346 26,906,346 

純資産額（千円） 17,958,248 18,154,383 17,867,783 19,233,737 18,654,373 

総資産額（千円） 26,170,258 25,853,801 25,391,915 27,070,340 26,486,064 

１株当たり純資産額
（円） 

733.37 753.34 753.74 780.45 779.14 

１株当たり中間(当期)
純利益金額（円） 

37.77 30.32 28.41 75.91 70.22 

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益
金額（円） 

37.74 28.22 26.41 70.56 65.26 

１株当たり配当額
（円） 

－ － － 40.0 40.0 

自己資本比率（％） 68.6 70.2 70.4 71.1 70.4 

従業員数（人） 246 254 267 239 232 



２【事業の内容】 

   当中間連結会計期間より、当社グループが営む事業の関係会社については下記のとおり変更しております。 

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社アドヴァン）及び子会社（アドヴァン管理サービス株式会社、

アドヴァンロジスティクス株式会社、株式会社ヤマコー）より構成されており、石材、新建材、タイル等の建材及びガーデニン

グ商品等の開発・販売を主たる業務としております。 

 当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置づけは次のとおりであります。 

 なお、次の４部門は「第５経理の状況１．（１）連結財務諸表 注記」に掲げる事業の種類別セグメント情報の区分と同一であ

ります。 

(1）建材関連事業………主に店舗、商業施設、住宅等の建築物の床壁材として使用する規格石材、新建材、タイル等の建材の輸

入販売、及び工事業。 

石材……………当社が主に海外メーカーから輸入し、国内の工事店・問屋等へ販売しております。なお、加工の一部を

アドヴァンロジスティクス株式会社へ委託しております。また、商品の一部を株式会社ヤマコーへ販売

しております。 

新建材…………当社が主に海外メーカーから輸入し、国内の工事店・問屋等へ販売しております。なお、加工の一部を

アドヴァンロジスティクス株式会社へ委託しております。 

タイル…………当社が主に海外メーカーから輸入し、国内の工事店・問屋等へ販売しております。また、商品の一部を

株式会社ヤマコーへ販売しております。 

(2）ＨＲＢ事業（注） 

ＤＩＹ事業……主に煉瓦・鉢などのガーデニング関連商品の卸売事業。 

当社が主に海外メーカーから輸入し、国内のホームセンターへ販売しております。 

(3）不動産賃貸事業……ビル社宅の不動産管理業。 

当社本社ビル、物流センター及び社宅の管理を子会社アドヴァン管理サービス株式会社が行っておりま

す。 

(4)その他の事業………倉庫業。 

当社商品の入出庫業務を、子会社アドヴァンロジスティクス株式会社が行っております。 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

（ＡＤ2 BUILDING SOLUTIONS SDN.BHD.（持分法非適用関連会社）含む） 

（注）①ＨＲＢはＨomecenter and Ｒetail Ｂusinessの略であり、ホームセンターへの卸売販売の総称として使用しておりま

す。 

②ＤＩＹはＤo Ｉt Ｙourselfの略で、ホームセンターで販売している商品の総称として使用しておりますが、当社ではそ

のうちガーデニング用品を主に取り扱っております。 

③アドヴァン管理サービス株式会社は、平成19年4月2日をもって新設設立会社のアドヴァンロジスティクス株式会社に物

流管理事業を承継させる会社分割を行いました。 

 



３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

連結子会社 

 （注）主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

     

  

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は、就業人員であります。 

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであり

ます。 

３．従業員数が前期末に比べ36名増加しているのは、主に新規採用に伴う増加によるものであります。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は、就業人員であります。 

  

(3）労働組合の状況 

 当社は労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

  

名称 住所 
資本金 

（百万円） 
主要な事業内容

議決権の所有割合
または被所有割合 

（％） 
関係内容 

アドヴァンロジステ
ィクス株式会社 

茨城県坂東市 10 
建材関連事業及び
その他の事業 

100
当社商品の加工委
託、物流管理業務
を行っている。 

  平成19年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

建材関連事業 250 

ＨＲＢ事業 20 

不動産賃貸事業 1 

その他の事業 34 

全社（共通） 38 

合計 343 

  平成19年９月30日現在

従業員数（人） 267 



第２【事業の状況】 
  

１【業績等の概要】 

(1)業績 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、高水準の企業業績を受けて設備投資は堅調に推移し、原油価格高騰や米国経済

の減速懸念などの不透明要因はあるものの、景気は引き続き緩やかな拡大基調を維持してまいりました。 

 このようななか、当社グループは建材関連事業を中心に、高付加価値商品の販売により様々な需要先に対して積極的な営業

活動を行うとともに、ファブレスメーカーとしての特性を活かした継続的な新規商品の開発・販売に努めて参りました。ま

た、既存顧客の深堀りに努めるとともに、新規顧客や新規需要先の開拓に注力し、売上伸張に努めてまいりました。 

 この結果、当中間連結会計期間の売上高は7,961百万円（前年同期比2.1％増）となりました。また、営業利益は1,424百万円

（前年同期比4.3％減）、経常利益は1,531百万円（前年同期比1.9％減）となりましたが、ショールーム改装に伴う固定資産除

却損38百万円に加え、投資有価証券評価損53百万円を特別損失として計上した結果、中間純利益は812百万円（前年同期比

10.0％減）となりました。 

 事業の種類別セグメント業績は次のとおりであります。 

＜建材関連事業＞ 

 建材関連事業におきましては、ファブレスメーカーとしての特性を活かした高付加価値商品の開発・販売や、新規顧客及び

新規販路開拓への注力が奏功してまいりました。また、前期低迷した需要先に関しては底を打った感はありますが、回復には

まだ時間がかかるものと見られるため、他の様々な需要先の売上伸張に向けた営業活動に取り組んでまいりました。 

 この結果、当中間連結会計期間の建材関連事業の売上高は7,111百万円（前年同期比1.0％増）、営業利益は1,507百万円（前

年同期比1.6％減）となりました。 

＜ＨＲＢ事業＞ 

 ＨＲＢ事業におきましては、記録的な猛暑により夏場は売上が鈍化したものの、春の繁忙期にあわせて主力のガーデン商材

の新商品を積極的に投入してきたことが奏功して、売上伸張に寄与してまいりました。なお、利益面では慢性的な原油高によ

る配送コストアップなどあり、厳しい状況のなかで推移してまいりました。 

 この結果、当中間連結会計期間のＨＲＢ事業の売上高は849百万円（前年同期比12.0％増）、営業利益は72百万円（前年同期

比33.1％減）となりました。 

  

(2)キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前中間連結会計期間に比べ158百万円減の

2,054百万円となりました。なお、当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりでありま

す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 税金等調整前中間純利益は1,440百万円（前年同期は1,576百万円）となりましたが、棚卸資産の増加や売掛債権の減少等に

より営業活動により取得した資金は47百万円（前年同期は1,024百万円）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果支出した資金は1,215百万円（前年同期は236百万円）であります。その主な内訳は、岩井流通センターの開

発を中心とした設備投資額1,101百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果取得した資金は493百万円（前年同期は1,856百万円の支出）であります。配当金の支払957百万円、自己株式

の取得291百万円等の支出がありますが、金融機関からの資金調達2,000百万円により、493百万円の収入となりました。 

  

 



２【販売及び仕入の状況】 

(1）販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2）商品仕入実績 

 当中間連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

３【対処すべき課題】 

(1）当社グループの現状認識について 

当中間連結会計期間において、重要な変更はありません。 

  

(2）今後の課題 

  当中間連結会計期間において、重要な変更はありません。 

  

(3）株式会社の支配に関する基本方針について 

     当社は、平成19年5月28日開催の取締役会において、当社の企業価値の向上並びに株主共同の利益の確保を目的として、当

社株式の大規模な買付行為への対応方針（以下、「本ルール」という。）を導入することを決議し、平成19年6月28日開催の

定時株主総会において承認可決いたしました。 

①本ルールの内容について 

当社は企業価値の向上及び株主共同の利益の確保のための取り組みを一層推進してまいる所存でありますが、このために

は長年培った幅広いノウハウと豊富な経験、国内外の仕入先メーカー、顧客・取引先、従業員等のステークホルダーとの間

に築かれた関係についての理解が不可欠であり、これらに関する十分な理解がなくては、株主の皆様が将来実現することが

できる株主価値が毀損されるおそれがあります。 

昨今、わが国の資本市場においては、株主の皆様に買付目的や買付後の経営戦略などについての十分な情報開示が行われ

ることもないまま、突如として大規模な買付行為が行われたり、買付者の一方的な考えに基づき買付行為を進める事例が少

なからず見受けられるようになっております。もとより、当社は、特定の者からの大規模な買付行為に応じて当社株式の売

却を行うか否かは、 終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えております。しかしながら、大規模な買

付行為のなかには、その目的等から見て企業価値、ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。このよう

な大規模な買付行為がなされたとき、買付者の提示する当社株式の買付価格の妥当性等をはじめとして当該買付行為の内容

について検討するために必要な情報及び判断のための十分な時間が提供される必要があります。さらに、当社株式を継続し

て保有することをお考えの株主の皆様にとって、当該買付行為が当社に与える影響や、当社従業員、お客様及び取引先等の

ステークホルダーとの関係についての方針を含む経営方針や事業計画の内容等について、買付者から必要な情報の提供を受

け、検討することは、当社株式の継続保有についての判断をする上で重要であると考えます。 

     こうした事情に鑑み、当社は、企業価値及び株主共同の利益確保のため、大規模な買付行為を行う場合の手続を定め、か

かる手続の遵守を買付者等に求めることで、当社株主の皆様が適切な判断をするに足る必要かつ十分な情報及び検討のため

の時間を確保し、場合によっては当社取締役会による株主の皆様に対する代替案を提示するとともに、当社の企業価値、ひ

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前年同期比（％） 

建材関連事業（百万円） 7,111 101.0 

ＨＲＢ事業（百万円） 849 112.0 

合計（百万円） 7,961 102.1 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前年同期比（％） 

建材関連事業（百万円） 4,910 115.9 

ＨＲＢ事業（百万円） 427 107.0 

合計（百万円） 5,338 115.2 



いては株主共同の利益に反する大規模買付行為を抑止しようとするものであります。 

  

   ②不適切な支配の防止のための取り組み 

   イ. 本ルールの概要 

    本ルールの概要は、1）大規模な買付行為を行おうとする者は、当社取締役会に対して買付行為に関する必要かつ十分な情

報を事前に提供しなければならない、2）株主の皆様及び当社取締役会が当該買付行為について評価・検討を行うための一定

の評価期間を設け、買付者は、かかる期間が経過した後にはじめて大規模買付行為が開始することができる、3）買付者が本

ルールに従わない等の例外的な場合には、当社の企業価値、ひいては株主の皆様の共同の利益を守るため、当社取締役会は、

独立委員会の勧告を 大限尊重して、一定の対抗措置を執る場合がある、というものです。 

  

   ロ. 本ルールの対象となる大規模買付行為 

   本ルールは、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、または結果とし

て特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為（市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の

如何を問いませんが、いずれについても大規模買付行為の前に当該大規模買付行為につき、あらかじめ当社取締役会の承認

がある場合を除きます。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」

といいます。）を対象とします。 

  

ハ. 大規模買付者に対する情報提供の要請 

     大規模買付者には、以下の手続により情報提供を行っていただきます。 

    1）意向表明書の提出 

 大規模買付者には、大規模買付行為に先立ち、大規模買付者の名称、住所ないし所在地、代表者の氏名、国内の連絡

先、予定する大規模買付行為の概要及び大規模買付行為に際して本ルールを遵守することを誓約する文言を記載した書面

（以下、「意向表明書」といいます。）を当社取締役会に提出していただきます。 

    2）当社からの情報提供の要請 

 当社取締役会は、前項の規定を充たした内容の意向表明書を受領した後、10営業日以内に、当社取締役会に対して、大

規模買付行為に関する当社株主の皆様の判断及び当社取締役会による評価・検討のために必要かつ十分な情報（以下、

「本必要情報」といいます。）のリスト（以下、「必要情報リスト」といいます。）を大規模買付者に対して交付しま

す。 

    3）大規模買付者による情報の提供及び開示 

 大規模買付者は、必要情報リストの受領後、当社取締役会が相当な範囲で定める期限内に、本必要情報を当社宛に当社

の定める書式により提出していただきます。なお、本必要情報及び意向表明書の提出は日本語において行っていただくも

のとします。当初提出された情報では本必要情報に不足すると当社取締役会が合理的に判断する場合には、当社取締役会

は大規模買付者に対して別途期限を定めた上で追加情報の提供を要請する場合があります。また、意向表明書の提出が

あった事実及び当社取締役会に提供された本必要情報は、当社株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合に

は、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部または一部を適宜の方法により開示します。 

  

③不適切な支配の防止のための取り組みについての取締役会の判断 

イ. 取締役会による評価・検討 

      当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対する本必要情報の提供を完了したと当社取締役会が判断した時点か

ら、原則として60日間（大規模買付行為が対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合）

又は90日間（大規模買付行為がその他の方法による買付けの場合）以内の期間を、取締役会による評価、検討、交渉、意

見形成、代替案立案のための期間（以下、「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。ただし、当社取締役

会は、取締役会評価期間（大規模買付行為が対価を現金〔円貨〕のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合

に限る。以下、本ただし書において同じ。）を延長する必要があると合理的に判断される場合には、独立委員会に諮問

し、その助言、勧告を 大限尊重したうえで、取締役会評価期間を 大90日間まで延長することができるものとします。 

大規模買付行為は、かかる取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。なお、当社取締役会は、大規模

買付者による本必要情報の提供が完了したと判断した場合には、速やかにその旨及び取締役会評価期間を公表いたしま

す。また、取締役会評価期間を延長する場合には、延長期間とその理由を速やかに開示します。取締役会評価期間中、当

社取締役会は、独立委員会に諮問するほか、また、必要に応じて外部専門家等の助言を受けながら、提供された本必要情

報を十分評価検討します。また、当社取締役会は、独立委員会からの助言、勧告を 大限尊重したうえで、必要に応じ、

大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉したり、当社取締役会として当社株主の皆様に対し

代替案を提示することもあります。 

  



ロ. 独立委員会への諮問 

      当社は、本ルールを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するため、当社取締役会に対

する助言、勧告を行う機関として、当社の業務執行を行う経営陣から独立している独立委員会を設置します。独立委員会

を構成する委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当

社社外監査役及び社外有識者（弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、経営経験豊富な企業経営者またはこれらに準

ずる者等）の中から選任します。 

当社取締役会は、独立委員会が助言、勧告を行うに際して十分な検討を行うことを可能とするため、大規模買付者によ

る意向表明書の提出がなされた場合、速やかに独立委員会に対してその旨を通知するとともに、大規模買付者から提供さ

れた本必要情報を速やかに独立委員会に提出します。 

当社取締役会は、対抗措置の発動または不発動についての決議を行うに際して、必ず独立委員会に諮問し、同委員会に

よる助言、勧告を受けるとともに、独立委員会による助言、勧告を 大限尊重するものとします。また、当社取締役会

は、大規模買付者から提供された本必要情報が十分か否かの判断、取締役会評価期間を延長するか否かの判断及び大規模

買付者が本ルールを遵守したか否かの判断においても、独立委員会による助言、勧告を 大限尊重するものとします。 

以上のように、独立委員会が取締役会の判断の客観性、公正性及び合理性を確保する手段として機能するよう位置づけ

ていきます。 

  

 



４【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

  

５【研究開発活動】 

 特記事項はありません。 

  

  



第３【設備の状況】 
  

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設、改修、除却、売却等について、当中間連結会計期間における

重要な変更はありません。 

  

(2）当中間連結会計期間において新たに確定した重要な設備、拡充、除却、売却等の計画はありません。 

  



第４【提出会社の状況】 
  

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

 （注） 「提出日現在発行数」欄には、平成19年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権付社債の権利行使により発

行されたものは含まれておりません。 

 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 81,000,000 

計 81,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 

(平成19年９月30日) 

提出日現在発行数（株）
(平成19年12月21日) 

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名 

内容 

普通株式 26,906,346 26,906,346 東京証券取引所市場第一部 － 

計 26,906,346 26,906,346 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

平成16年7月13日取締役会決議旧商法第341条ノ２の規定に基づき発行した新株予約権付社債 

 （注） 平成19年8月27日付をもって「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の

行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 

  

(3）【ライツプランの内容】 

    該当事項はありません。 

  

(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  
 

  
中間会計期間末現在
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権付社債の残高（百万円） 3,000 3,000 

新株予約権の数（個） 600 600 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 2,260,738 2,260,738 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,327 1,327 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年8月16日
至 平成21年7月17日 

（ルクセンブルグ時間） 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    1,327
資本組入額    664 

発行価格    1,327 
資本組入額    664 

新株予約権の行使の条件 
各本新株予約権の一部行使
はできないものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 － － 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 

－ － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成19年４月１日 
～ 

平成19年９月30日 
－ 26,906,346 － 12,500,000 － 2,230,972



(5）【大株主の状況】 

 （注）１．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4）及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

は、全て信託業務に係るものであります。なお、その内訳は日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4）に

ついては全てその他信託分であり、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）については証券投資信託分

301千株、年金信託分35千株、その他信託分46千株となっております。 

２．上記の他、自己株式が3,200千株あります。 

３．平成19年3月22日付でＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びその共同保有者であるジェー・ピー・モルガ

ン・アセット・マネジメント（ユーケー）リミテッド、ジェー・エフ・アセット・マネジメント（タイワン）リミテッ

ドから大量保有報告書の写しの送付があり、同日現在でそれぞれ以下の株式を保有している旨の報告を受けております

が、当社として中間会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりま

せん。 

  

 

    平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

有限会社不二総業 東京都渋谷区神宮前４丁目32番14号 8,273 30.75 

山形 雅之助 東京都荒川区 1,236 4.59 

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町2丁目11番3号 1,022 3.79 

藪田 雅子 東京都荒川区 802 2.98 

山形 吉之助 東京都荒川区 728 2.70 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口4） 東京都中央区晴海１丁目８番11号

544 2.02 

山形 雅二 静岡県熱海市 531 1.97 

ザバンクオブニューヨークージ
ャスデイツクトリーテイーアカ
ウント 

AVENUE DES ARTS 35 KUNSTLAAN,1040 
BRUSSELS,BELGIUM 

522 1.94 

（常任代理人 株式会社みずほ
コーポレート銀行） 

（東京都中央区日本橋兜町6番7号） 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 383 1.42 

山形 和子 東京都荒川区 363 1.35 

計 － 14,409 53.56 

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

ＪＰモルガン・アセット・
マネジメント株式会社 

東京都千代田区丸の内2丁目7
番3号 

588,700 2.19 

ジェー・ピー・モルガン・
アセット・マネジメント
（ユーケー）リミテッド 

英国 ＥＣ2Ｙ 5ＡＪ ロン
ドン、ロンドン・ウォール 
125 

378,800 1.41 

ジェー・エフ・アセット・
マネジメント（タイワン）
リミテッド 

中華民国、台湾、台北、セク
ション2、ツン・フワ・エス・
ロード65 

175,000 0.65 

計 － 1,142,500 4.25 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）には、証券保管振替機構名義の株式が18,400株含まれております。また、「議決権の数」欄

には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が184個含まれております。 

  

②【自己株式等】 

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

退任役員 

  

 

  平成19年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 3,200,900 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式23,690,600 236,906 － 

単元未満株式 普通株式  14,846 － － 

発行済株式総数  26,906,346 － － 

総株主の議決権 － 236,906 － 

    平成19年９月30日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社アドヴァン 
東京都渋谷区神宮
前４丁目32番14号 

3,200,900 ― 3,200,900 11.9 

計 － 3,200,900 ― 3,200,900 11.9 

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高（円） 1,693 1,537 1,365 1,326 1,189 1,039 

低（円） 1,434 1,251 1,284 1,171 994 934 

役名 氏名 異動年月日 

取締役 佐藤 勲 平成19年6月30日 



第５【経理の状況】 
  

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。以

下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、

当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中

間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間

会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間

連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表についてはみすず監査法人に

より中間監査を受け、また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平

成19年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の中間財務諸表

については新日本監査法人により中間監査を受けております。 

 なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。 

  前中間連結会計期間及び前中間会計期間   みすず監査法人 

  当中間連結会計期間及び当中間会計期間   新日本監査法人 

  

  



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

 

    
前中間連結会計期間末 
（平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成19年9月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年3月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）          

Ⅰ 流動資産          

１．現金及び預金     2,212,760 2,054,560   2,728,765 

２．受取手形及び売掛
金 

 ※３   4,811,762 4,817,460   5,103,274 

３．たな卸資産     3,165,452 4,242,935   3,215,339 

４．繰延税金資産     104,354 100,668   111,192 

５．その他     112,338 117,191   111,061 

貸倒引当金     △23,730 △21,464   △25,517 

流動資産合計     10,382,939 35.4 11,311,353 36.9   11,244,116 37.6

Ⅱ 固定資産          

１．有形固定資産          

(1）建物及び構築物 ※１ 6,938,961   6,973,665 6,938,869  

減価償却累計額   1,455,874 5,483,086 1,763,957 5,209,708 1,626,396 5,312,473 

(2）機械装置及び運
搬具 

  490,865   506,172 507,185  

減価償却累計額   301,453 189,412 352,856 153,316 331,651 175,533 

(3）工具器具備品   226,914   244,654 222,315  

減価償却累計額   121,108 105,806 140,980 103,673 127,453 94,862 

(4）土地 ※１   8,424,025 8,450,425   8,442,125 

(5）建設仮勘定     356,747 1,403,935   423,798 

有形固定資産合計     14,559,079 15,321,060   14,448,793 

２．無形固定資産          

(1）借地権     124,422 124,422   124,422 

(2）電話加入権     10,666 10,666   10,666 

(3）その他     89,427 86,438   78,951 

無形固定資産合計     224,516 221,526   214,040 

３．投資その他の資産          

(1）投資有価証券     3,320,802 2,527,272   2,905,023 

(2）敷金・保証金     38,183 36,809   37,452 

(3）会員権     175,935 173,935   175,935 

(4）繰延税金資産     57,125 361,815   216,351 

(5) 長期積立金     547,303 670,652   615,011 

(6) その他     52,603 36,880   37,183 

貸倒引当金     △16,686 △3,518   △2,231 

投資その他の資産
合計 

    4,175,265 3,803,847   3,984,726 

固定資産合計     18,958,861 64.6 19,346,434 63.1   18,647,560 62.4



 

    
前中間連結会計期間末 
（平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成19年9月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年3月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅲ 繰延資産          

社債発行費     4,702 －   － 

繰延資産合計     4,702 0.0 － －   － －

資産合計     29,346,503 100.0 30,657,787 100.0   29,891,676 100.0

           

（負債の部）          

Ⅰ 流動負債          

１．買掛金     561,038 408,908   462,677 

２．短期借入金 ※１   496,800 532,800   496,800 

３．未払法人税等     677,235 634,811   828,230 

４．未払消費税等     48,496 59,377   86,337 

５．未払費用     170,666 182,187   180,503 

６．賞与引当金     72,000 83,890   64,900 

７．役員賞与引当金     56,199 56,219   113,720 

８．その他     112,186 109,152   115,563 

流動負債合計     2,194,622 7.5 2,067,348 6.8   2,348,732 7.9

Ⅱ 固定負債          

１．社債     3,000,000 3,000,000   3,000,000 

２．転換社債型新株予
約権付社債 

    3,000,000 3,000,000   3,000,000 

３．長期借入金 ※１   1,693,400 3,151,600   1,445,000 

４. 長期未払金     - 224,348   － 

５．繰延税金負債     1,645 －   － 

６．役員退職慰労引当
金 

    234,329 20,151   242,973 

７．その他     9,000 9,000   9,000 

固定負債合計     7,938,375 27.1 9,405,100 30.7   7,696,973 25.7

負債合計     10,132,998 34.5 11,472,448 37.4   10,045,705 33.6



  

  

    
前中間連結会計期間末 
（平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成19年9月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年3月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）          

Ⅰ 株主資本          

１. 資本金     12,500,000 42.6 12,500,000 40.8   12,500,000 41.8

２. 資本剰余金     2,230,972 7.6 2,230,972 7.3   2,230,972 7.5

３. 利益剰余金     7,215,338 24.6 8,164,522 26.6   8,309,753 27.8

４. 自己株式    △2,878,569 △9.8 △3,399,203 △11.1  △3,109,215 △10.4

株主資本合計     19,067,741 65.0 19,496,291 63.6   19,931,510 66.7

Ⅱ 評価・換算差額等          

１. その他有価証券
評価差額金 

    145,764 0.5 △303,172 △1.0   △84,581 △0.3

２. 繰延ヘッジ損益     － － △7,779 △0.0   △958 △0.0

評価・換算差額等合
計 

    145,764 0.5 △310,952 △1.0   △85,539 △0.3

Ⅲ 少数株主持分     － － － －   － －

純資産合計     19,213,505 65.5 19,185,339 62.6   19,845,971 66.4

負債純資産合計     29,346,503 100.0 30,657,787 100.0   29,891,676 100.0

           



②【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年4月１日 
至 平成19年9月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     7,797,017 100.0 7,961,164 100.0   16,185,172 100.0

Ⅱ 売上原価     4,332,582 55.6 4,614,015 58.0   9,076,387 56.1

売上総利益     3,464,435 44.4 3,347,148 42.0   7,108,784 43.9

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１   1,976,677 25.3 1,922,983 24.2   3,819,710 23.6

営業利益     1,487,757 19.1 1,424,165 17.9   3,289,074 20.3

Ⅳ 営業外収益          

１．受取利息   742   2,002 2,429  

２．受取配当金   18,435   26,310 22,270  

３．賃貸収入   13,425   12,474 24,517  

４．受取運賃収入   69,138   76,864 162,863  

５．為替差益   260   1,029 177  

６．仕入割引   10,534   13,610 24,193  

７．その他   13,734 126,270 1.6 30,359 162,653 2.0 40,549 277,000 1.7

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息   43,110   53,443 84,004  

２．自己株式関連費用   －   1,015 3,980  

３．社債発行費償却   4,702   － 9,405  

４．その他   3,973 51,785 0.7 375 54,834 0.7 2,837 100,227 0.6

経常利益     1,562,242 20.0 1,531,984 19.2   3,465,847 21.4

Ⅵ 特別利益          

１．固定資産売却益 ※２ －   1,000 220  

２．貸倒引当金戻入益   19,678 19,678 0.3 － 1,000 0.0 16,630 16,850 0.1

Ⅶ 特別損失          

１．固定資産処分損 ※３ 5,346   38,197 5,923  

２．投資有価証券売却
損 

  0   － 0  

３．投資有価証券評価
損 

  － 5,346 0.1 53,868 92,065 1.2 25,970 31,894 0.2

税金等調整前中間
（当期）純利益 

    1,576,574 20.2 1,440,919 18.1   3,450,803 21.3

法人税、住民税及
び事業税 

  642,550   606,759 1,420,492   

法人税等調整額   31,398 673,948 8.6 21,702 628,462 7.9 24,424 1,444,917 8.9

中間（当期）純利
益 

    902,625 11.6 812,457 10.2   2,005,886 12.4

           



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日） 

  

 （注） 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

 

  
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年3月31日 残高 
（千円） 

12,500,000 2,230,972 7,425,765 △2,264,051 19,892,687

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当（注）   △980,653   △980,653

役員賞与（注）   △132,400   △132,400

中間純利益   902,625   902,625

自己株式の取得   △614,517 △614,517

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

   

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － △210,427 △614,517 △824,945

平成18年9月30日 残高 
（千円） 

12,500,000 2,230,972 7,215,338 △2,878,569 19,067,741

  

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評
価差額金 

評価・換算差額等
合計 

平成18年3月31日 残高 
（千円） 

274,015 274,015 － 20,166,702 

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注）   △980,653 

役員賞与（注）   △132,400 

中間純利益   902,625 

自己株式の取得   △614,517 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

△128,251 △128,251 － △128,251 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△128,251 △128,251 － △953,196 

平成18年9月30日 残高 
（千円） 

145,764 145,764 － 19,213,505 



当中間連結会計期間（自平成19年4月1日 至平成19年9月30日） 

  

  

  

 

  
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年3月31日 残高 
（千円） 

12,500,000 2,230,972 8,309,753 △3,109,215 19,931,510

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当   △957,688   △957,688

中間純利益   812,457   812,457

自己株式の取得   △289,987 △289,987

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

   

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － △145,231 △289,987 △435,219

平成19年9月30日 残高 
（千円） 

12,500,000 2,230,972 8,164,522 △3,399,203 19,496,291

  

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券評
価差額金 

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計 

平成19年3月31日 残高 
（千円） 

△84,581 △958 △85,539 － 19,845,971

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当     △957,688

中間純利益     812,457

自己株式の取得     △289,987

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

△218,591 △6,820 △225,412 － △225,412

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△218,591 △6,820 △225,412 － △660,631

平成19年9月30日 残高 
（千円） 

△303,172 △7,779 △310,952 － 19,185,339



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日） 

  

 （注） 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

  

  
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年3月31日 残高 
（千円） 

12,500,000 2,230,972 7,425,765 △2,264,051 19,892,687

連結会計年度中の変動額    

剰余金の配当（注）   △980,653   △980,653

役員賞与（注）   △132,400   △132,400

当期純利益   2,005,886   2,005,886

自己株式の取得   △884,816 △884,816

自己株式の処分   △8,845 39,652 30,807

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

   

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

－ － 883,987 △845,164 38,823

平成19年3月31日 残高 
（千円） 

12,500,000 2,230,972 8,309,753 △3,109,215 19,931,510

  

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券評
価差額金 

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計 

平成18年3月31日 残高 
（千円） 

274,015 － 274,015 － 20,166,702

連結会計年度中の変動額    

剰余金の配当（注）     △980,653

役員賞与（注）     △132,400

当期純利益     2,005,886

自己株式の取得     △884,816

自己株式の処分     30,807

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

△358,596 △958 △359,554 － △359,554

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

△358,596 △958 △359,554 － △320,731

平成19年3月31日 残高 
（千円） 

△84,581 △958 △85,539 － 19,845,971



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

    
前中間連結会計期間

（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年4月１日 
至 平成19年9月30日） 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー 

  

税金等調整前中間（当期）純利
益 

  1,576,574 1,440,919 3,450,803 

減価償却費   222,870 200,381 450,874 

役員退職慰労引当金の増加額   8,633 1,526 17,277 

賞与引当金の増減額   △730 18,990 △7,830 

役員賞与引当金の増減額   56,199 △57,500 113,720 

貸倒引当金の減少額   △34,728 △2,765 △47,396 

受取利息及び受取配当金   △19,177 △28,313 △24,699 

支払利息   43,110 53,443 84,004 

自己株式関連費用   － 1,015 3,980 

為替差損益   △260 △1,029 △177 

社債発行費償却   4,702 － 9,405 

固定資産売却益   － △1,000 △220 

固定資産処分損   5,346 38,197 5,923 

投資有価証券売却損   0 － 0 

投資有価証券評価損   － 53,868 25,970 

売上債権の減少額   651,115 285,813 359,604 

たな卸資産の増加額   △603,506 △1,027,595 △653,393 

仕入債務の増減額   243,552 △29,906 145,192 

未払消費税等の増減額   △5,927 △26,959 31,913 

未払費用の増減額   10,960 △315 20,797 

その他の資産負債の増減額   △13,628 △20,917 6,919 

役員賞与の支払額   △132,400 － △132,400 

小計   2,012,707 897,852 3,860,270 

利息及び配当金の受取額   19,177 28,313 24,699 

利息の支払額   △43,144 △51,899 △84,365 

法人税等の支払額   △964,030 △827,031 △1,597,756 

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  1,024,709 47,234 2,202,847 



  

  

  次へ 

    
前中間連結会計期間

（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年4月１日 
至 平成19年9月30日） 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・
フロー 

  

有形固定資産取得による支出   △184,316 △1,101,499 △290,875 

有形固定資産売却による収入   － － 4,173 

無形固定資産取得による支出   － △16,880 － 

投資有価証券の取得による支出   △492 △46,612 △1,099 

投資有価証券の売却による収入   135 － 135 

会員権売却による収入   20 3,000 20 

貸付による支出   △802 △115 △4,819 

貸付金の回収による収入   2,238 1,699 6,488 

その他   △52,831 △54,939 △120,334 

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  △236,049 △1,215,347 △406,310 

    

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・
フロー 

  

短期借入金の純増減額   △15,341 － △15,341 

長期借入金による収入   － 2,000,000 － 

長期借入金の返済による支出   △248,400 △257,400 △496,800 

自己株式の取得による支出   △614,517 △291,002 △888,796 

自己株式の売却による収入   － － 30,807 

配当金の支払額   △978,232 △957,688 △978,232 

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  △1,856,491 493,908 △2,348,363 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額   △1,067,830 △674,204 △551,826 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残
高 

  3,280,591 2,728,765 3,280,591 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高 

※ 2,212,760 2,054,560 2,728,765 

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年4月１日 
至 平成19年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社はアドヴァン管理サ

ービス株式会社と株式会社ヤマコ

ーの２社であります。 

 連結子会社はアドヴァン管理

サービス株式会社とアドヴァン

ロジスティクス株式会社、及び

株式会社ヤマコーの３社であり

ます。 

 なお、アドヴァンロジスティ

クス株式会社については、当中

間連結会計期間において新たに

設立したため、連結の範囲に含

めております。 

  

 連結子会社はアドヴァン管理

サービス株式会社と株式会社ヤ

マコーの２社であります。 

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用していない関連会

社ＡＤ2 BUILDING SOLUTIONS 

SDN.BHD.は、中間純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等からみて、持分法

の対象から除いても中間連結財務

諸表に及ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要性がない

ため持分法の適用範囲から除外し

ております。 

同    左 持分法を適用していない関連会

社ＡＤ2 BUILDING SOLUTIONS 

SDN.BHD.は、当期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等からみて、持分法

の対象から除いても連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないた

め持分法の適用範囲から除外して

おります。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

連結子会社の中間期の末日は中

間連結決算日と一致しておりま

す。 

同    左 連結子会社の決算日の末日は連

結決算日と一致しております。 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  イ 有価証券 イ 有価証券 イ 有価証券 

  その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は総平均法に

より算定）を採用しておりま

す。 

同    左 連結決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は総平均法によ

り算定）を採用しておりま

す。 

  時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  総平均法による原価法 同    左 同    左 

  ロ デリバティブ ロ デリバティブ ロ デリバティブ 

  時価法 同    左 同    左 

  ハ たな卸資産 ハ たな卸資産 ハ たな卸資産 

  商品 商品 商品 

  移動平均法による原価法 同    左 同    左 

  貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

  終仕入法による原価法 

  

同    左 同    左 

        



  
 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年4月１日 
至 平成19年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

  (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  イ 有形固定資産 イ 有形固定資産 イ 有形固定資産 

  定率法を採用しておりま

す。但し、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）については、

定額法を採用しております。

なお、取得価額が10万円以

上、20万円未満の資産につい

ては、法人税法の規定に基づ

く３年均等償却を採用してお

ります。 

なお、主な耐用年数は、以

下のとおりであります。 

同    左 同    左 

  建物及び構築物     

  ２年～50年     

  機械装置及び運搬具     

  ２年～15年     

  ───── （会計方針の変更） ───── 

     当社及び連結子会社は、法人

税法の改正に伴い、当中間連結

会計期間より、平成19年４月１

日以降に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法に変更し

ております。 

なお、これに伴う損益への影

響は軽微であります。 

  

  ───── （追加情報） ───── 

     当社及び連結子会社は、法人

税法の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産につ

いては、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用によ

り取得価額の５％に到達した連

結会計年度の翌連結会計年度よ

り、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわた

り均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。 

なお、これに伴う損益への影

響は軽微であります。 

  

        



 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年4月１日 
至 平成19年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

  ロ 無形固定資産 ロ 無形固定資産 ロ 無形固定資産 

  定額法を採用しておりま

す。但し、ソフトウェア（自

社利用）については、社内に

おける利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっており

ます。 

同    左 同    左 

  (3）重要な繰延資産の処理方法 (3）重要な繰延資産の処理方法 (3）重要な繰延資産の処理方法 

  社債発行費 社債発行費 社債発行費 

  旧商法施行規則第39条に規

定する 長期間（３年）で均

等償却しております。 

───── 旧商法施行規則第39条に規

定する 長期間（３年）で均

等償却しております。 

  (4）重要な引当金の計上基準 (4）重要な引当金の計上基準 (4）重要な引当金の計上基準 

  イ 貸倒引当金 イ 貸倒引当金 イ 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては、個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上

しております。 

同    左 同    左 

  ロ 賞与引当金 ロ 賞与引当金 ロ 賞与引当金 

  従業員の賞与の支払いに備

えるため、支給見込額に基づ

き計上しております。 

同    左 同    左 

  ハ 役員賞与引当金 ハ 役員賞与引当金 ハ 役員賞与引当金 

  役員賞与の支出に備えて、

当連結会計年度における支給

見込額の当中間連結会計期間

負担額を計上しております。 

同    左 役員賞与の支出に備えて、

当連結会計年度における支給

見込額に基づき計上しており

ます。 

  （会計方針の変更） ───── （会計方針の変更） 

  当中間連結会計期間より、

「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第4号平成

17年11月29日）を適用してお

ります。 

これにより営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間純

利益は、それぞれ59,199千円

減少しております。なお、セ

グメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しており

ます。 

  当連結会計年度より、「役

員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第4号平成17年

11月29日）を適用しておりま

す。 

これにより営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純

利益は、それぞれ113,720千円

減少しております。なお、セ

グメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しており

ます。 

  ニ 役員退職慰労引当金 ニ 役員退職慰労引当金 ニ 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支払に

備えるため、内規に基づく中

間期末要支給額を計上してお

ります。 

  

 連結子会社は、役員の退職

慰労金の支払に備えるため、

内規に基づく中間期末要支給

額を計上しております。 

  

役員の退職慰労金の支払に

備えるため、内規に基づく期

末要支給額を計上しておりま

す。 



  

  

  次へ 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年4月１日 
至 平成19年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

  ───── （追加情報） ───── 

    当社は、従来、役員の退職慰

労金の支払に備えるため、内規

に基づく要支給額を計上してお

りましたが、平成19年６月28日

開催の定時株主総会終結時をも

って役員退職慰労金制度を廃止

いたしました。 

これに伴い、当該定時株主総

会までの期間に対応する役員退

職慰労引当金は長期未払金に振

替えております。 

  

  (5) 重要なリース取引の処理方法 (5) 重要なリース取引の処理方法 (5) 重要なリース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンスリース取

引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

同    左 同    左 

  (6) 重要なヘッジ会計の方法 (6) 重要なヘッジ会計の方法 (6) 重要なヘッジ会計の方法 

  イ ヘッジ会計の方法 イ ヘッジ会計の方法 イ ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理を採用して

おります。 

同    左 同    左 

  ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段…為替予約取引 ヘッジ手段… 同 左 ヘッジ手段… 同 左 

  ヘッジ対象…外貨建輸入予

定取引 

ヘッジ対象… 同 左 ヘッジ対象… 同 左 

  ハ ヘッジ方針 ハ ヘッジ方針 ハ ヘッジ方針 

   為替予約は為替予約変動リ

スクをヘッジするため、成約

残高の範囲内で行なうことと

し、投機目的の取引は行なわ

ない方針であります。  

同    左 同    左 

  ニ ヘッジ有効性評価の方法 ニ ヘッジ有効性評価の方法 ニ ヘッジ有効性評価の方法 

   取引全てが将来の購入予定

に基づくものであり、実行の

可能性が極めて高いため、有

効性の判定は省略しておりま

す。 

同    左 同    左 

  (7）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

(7）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

(7）その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

  消費税及び地方消費税の会

計処理方法 

消費税及び地方消費税の会

計処理方法 

消費税及び地方消費税の会

計処理方法 

  税抜方式を採用しておりま

す。 

同    左 同    左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書(連結キャッ

シュ・フロー計算書)に

おける資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

  

同    左 同    左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

  次へ 

  

前中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年4月１日 
至 平成19年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

  

───── 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

当中間連結会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第5号 平成17年12月9日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準適用指針第8号 平成17年12月9日）を適

用しております。 

これまでの資本の部の合計に相当する金

額は19,213,505千円であります。 

なお、当中間連結会計期間における中間

連結貸借対照表の純資産の部については、

中間連結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の中間連結財務諸表規則により作成して

おります。 

  

  当連結会計年度より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第5号 平成17年12月9日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第8号 平成17年12月9日）を適用し

ております。 

これまでの資本の部の合計に相当する金

額は19,845百円であります。 

なお、当連結会計年度における連結貸借

対照表の純資産の部については、連結財務

諸表規則の改正に伴い、改正後の連結財務

諸表規則により作成しております。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

  

 

前中間連結会計期間末 
（平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成19年9月30日） 

前連結会計年度 
（平成19年3月31日） 

＊１ 担保に供している資産 ＊１ 担保に供している資産 ＊１ 担保に供している資産 
  

建物 2,324,338千円

土地 5,328,410  

計 7,652,748  

  
建物 2,221,928千円

土地 5,328,410  

計 7,550,338  

建物 2,271,859千円

土地 5,328,410  

計 7,600,269  

上記物件について、長期借入金

1,693,400千円、短期借入金496,800千

円の担保に供しております。 

上記物件について、長期借入金

3,151,600千円、短期借入金532,800千

円の担保に供しております。 

上記物件について、長期借入金

1,445,000千円、短期借入金496,800千

円の担保に供しております。 

      

２ 偶発債務 ２ 偶発債務 ２ 偶発債務 

社員会の債務保証額 13,666千円

    

社員会の債務保証額 4,201千円

    

社員会の債務保証額 6,953千円

受取手形裏書譲渡高 17,200 

     

＊３ 中間連結会計期間末日満期手形 ＊３ 中間連結会計期間末日満期手形 ＊３ 連結会計年度末日満期手形 

中間連結会計期間末日満期手形の会

計処理については、当中間連結会計期

間の末日が金融機関の休日でしたが、

満期日に決済が行われたものとして処

理しております。なお、当中間連結会

計期間末日満期手形の金額は、次のと

おりであります。 

同     左 当連結会計年度末日満期手形の会計

処理については、当連結会計年度の末

日が金融機関の休日でしたが、満期日

に決済が行われたものとして処理して

おります。なお、当連結会計年度末日

満期手形の金額は、次のとおりであり

ます。 
  

受取手形 146,720千円
  

受取手形 128,267千円 受取手形 150,232千円



（中間連結損益計算書関係） 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年4月１日 
至 平成19年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

＊１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

＊１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

＊１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 
  

運送費 118,671千円

広告宣伝費 79,301  

役員報酬 111,200  

給料手当 533,615  

賃借料 81,191  

減価償却費 222,870  

賞与引当金繰入額 61,975  

役員退職慰労引当金繰入額 8,633  

貸倒引当金繰入額 1,708  

役員賞与引当金繰入額 56,199  

  

  

運送費 141,677千円

広告宣伝費 75,036  

役員報酬 107,880  

給料手当 540,934  

賃借料 89,921  

減価償却費 200,494  

賞与引当金繰入額 74,340  

役員退職慰労引当金繰入額 5,101  

役員賞与引当金繰入額 55,747  
  

運送費 211,537千円

広告宣伝費 121,013  

役員報酬 222,080  

給料手当 1,186,927  

賃借料 183,078  

減価償却費 450,874  

賞与引当金繰入額 55,585  

役員退職慰労引当金繰入額 17,277  

役員賞与引当金繰入額 113,720  

＊２     ───── ＊２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。 

＊２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。 
    

会員権売却益 1,000千円 車両運搬具売却益 220千円

＊３ 固定資産処分損の内訳は次のとおりで

あります。 

＊３ 固定資産処分損の内訳は次のとおりで

あります。 

＊３ 固定資産処分損の内訳は次のとおりで

あります。 
  

建物及び構築物除却損 4,628千円

工具器具備品除却損 12  

車両運搬具売却損 704  

計 5,346  

  
建物及び構築物除却損 36,125千円

工具器具備品除却損 2,024  

車両運搬具除却損 46  

計 38,197  

建物及び構築物除却損 4,628千円

工具器具備品除却損 590  

車両運搬具売却損 704  

計 5,923  



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加417千株は市場買付けによる取得、及び単元未満株式の買取りによる増加であります。

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 （注）１．平成16年新株予約権の増加株数は行使価格の変更による増加分です。 

２．上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2)基準日が中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの 

 該当事項はありません。 

  

  

  次へ 

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当中間連結会計期
間増加株式数 

（千株） 

当中間連結会計期
間減少株式数 

（千株） 

当中間連結会計期
間末株式数 

（千株） 

発行済株式 

普通株式 26,906 － － 26,906 

合計 26,906 － － 26,906 

自己株式 

普通株式（注） 2,390 417 － 2,807 

合計 2,390 417 － 2,807 

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当中間連結
会計期間末
残高 
（千円） 

前連結会計
年度末 

当中間連結
会計期間増
加 

当中間連結
会計期間減
少 

当中間連結
会計期間末 

提出会社 
（親会社） 

平成16年新株予約権
（注）1 

普通株式 1,809 170 － 1,980 －

ストック・オプションと
しての新株予約権 

普通株式 63 － － 63 －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － － －

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年6月29日 
定時株主総会 

普通株式 980,653 40 平成18年3月31日 平成18年6月29日



当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加242千株は市場買付けによる取得、及び単元未満株式の買取りによる増加であります。

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 （注）１．平成16年新株予約権の増加株数は行使価格の変更による増加分です。 

    ２．ストック・オプションとしての新株予約権減少は、権利失効による減少です。 

３．上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2)基準日が中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの 

 該当事項はありません。 

  

 

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当中間連結会計期
間増加株式数 

（千株） 

当中間連結会計期
間減少株式数 

（千株） 

当中間連結会計期
間末株式数 

（千株） 

発行済株式 

普通株式 26,906 － － 26,906 

合計 26,906 － － 26,906 

自己株式 

普通株式（注） 2,964 242 － 3,206 

合計 2,964 242 － 3,206 

区分 新株予約権の内訳

新株予約
権の目的
となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当中間連結
会計期間末
残高 
（千円） 

前連結会計
年度末 

当中間連結
会計期間増
加 

当中間連
結会計期
間減少 

当中間連結
会計期間末 

提出会社 
（親会社） 

平成16年新株予約権（注）
1 

普通株式 1,980 280 － 2,260 －

ストック・オプションとし
ての新株予約権（注）２ 

普通株式 25 － 25 － －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － － －

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年6月28日 
定時株主総会 

普通株式 957,688 40 平成19年3月31日 平成19年6月29日



前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加611千株は市場買付けによる取得、及び単元未満株式の買取りによる増加であり、株式

数の減少37千株は、ストック・オプションの権利の行使によるものです。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 （注）１．平成16年新株予約権の増加株数は行使価格の変更による増加分です。 

    ２．ストック・オプションとしての新株予約権減少は、権利行使による減少です。 

３．上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

 

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式 

普通株式 26,906 － － 26,906 

合計 26,906 － － 26,906 

自己株式 

普通株式（注） 2,390 611 37 2,964 

合計 2,390 611 37 2,964 

区分 新株予約権の内訳

新株予約
権の目的
となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会
計年度末 

提出会社 
（親会社） 

平成16年新株予約権（注）
1 

普通株式 1,809 170 － 1,980 －

ストック・オプションとし
ての新株予約権（注）２ 

普通株式 63 － 37 25 －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － － －

  
（決議） 

株式の種類
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年6月29日 
定時株主総会 

普通株式 980,653 40 平成18年3月31日 平成18年6月29日

  
（決議） 

株式の種類
配当金の 
総額 

（千円） 
配当の原資

１株当た
り配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年6月28日 
定時株主総会 

普通株式 957,688 利益剰余金 40 平成19年3月31日 平成19年6月29日



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

  

前中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年4月１日 
至 平成19年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に記載されている科目の金

額との関係 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に記載されている科目の金

額との関係 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に記載されている科目の金額との関

係 
  

  

現金及び預金中間 

期末残高 
2,212,760千円

預入期間が3か月を 

超える定期預金 
-   

現金及び現金同等 

物の中間期末残高 
2,212,760千円

  

  

現金及び預金中間 

期末残高 
2,054,560千円

預入期間が3か月を 

超える定期預金 
-   

現金及び現金同等 

物の中間期末残高 
2,054,560千円

  

現金及び預金期末 

残高 
2,728,765千円

預入期間が3か月を 

超える定期預金 
-   

現金及び現金同等 

物の期末残高 
2,728,765千円



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年4月１日 
至 平成19年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

  

契約の内容の重要性が乏しく、契約１件

当たりの金額が少額なリース取引のため、

中間連結財務諸表規則第15条において準用

する財務諸表等規則第８条の６第６項の規

定により、記載を省略しております。 

  

  

同   左 

  

契約の内容の重要性が乏しく、契約１件

当たりの金額が少額なリース取引のため、

連結財務諸表規則第15条の３において準用

する財務諸表等規則第８条の６第６項の規

定により、記載を省略しております。 

  



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末 （平成18年9月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

当中間連結会計期間末 （平成19年9月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 

  取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

(1)株式 2,827,854 3,074,912 247,057 

(2)債権 － － － 

(3)その他 － － － 

合計 2,827,854 3,074,912 247,057 

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 222,120

合計 222,120

  取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

(1)株式 2,749,234 2,235,382 △513,852 

(2)債権 － － － 

(3)その他 － － － 

合計 2,749,234 2,235,382 △513,852 

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 268,120

合計 268,120



前連結会計年度末 （平成19年3月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末 （平成18年9月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間末 （平成19年9月30日） 

 該当事項はありません。 

  

前連結会計年度末 （平成19年3月31日） 

 該当事項はありません。 

 

  取得原価（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

(1)株式 2,802,491 2,659,133 △143,357 

(2)債権 － － － 

(3)その他 － － － 

合計 2,802,491 2,659,133 △143,357 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 222,120

合計 222,120



（ストック・オプション等関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日） 

  

当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容 

  

  

  
平成14年

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役9名         200,000株 
当社子会社取締役3名       50,000株 
当社及び当社子会社従業員313名 250,000株 

  

株式の種類別のストック・オプション数（注） 普通株式 500,000株 

付与日 平成15年5月20日

権利確定条件 付与日以降、権利確定日まで継続して勤務していること 

対象勤務期間 付与日以降、権利確定日（平成16年6月27日）まで 

権利行使期間 自 平成16年6月28日 ～ 至 平成19年6月27日 

権利行使価格（円） 815

付与日における公正な評価の単価（円） －



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

 （注） 事業区分の方法及び各区分に属する主要な商品の名称 

１．事業区分の方法：商品の種類及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

  

２．各区分に属する主要な商品等 

  

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

  

４．会計方針の変更 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4.（4）ハに記載のとおり、当中間連結会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方

法によった場合に比べ、「消去又は全社」の営業費用は59,199千円増加し、営業利益が同額減少しております。 

  

 

  
建材関連事
業 
（千円） 

HRB事業
（千円） 

不動産賃
貸事業 
（千円） 

その他の
事業 

（千円） 

計
（千円） 

消去又 
は全社 
（千円） 

連 結
（千円） 

売上高    

(1）
外部顧客に対する売
上高 

7,038,443 758,573 - - 7,797,017 - 7,797,017

(2)
セグメント間の内部
売上高又は振替高 

- - 435,814 149,461 585,276 (585,276) -

  計 7,038,443 758,573 435,814 149,461 8,382,293 (585,276) 7,797,017

営業費用 5,506,665 649,946 205,662 164,255 6,526,530 (217,270) 6,309,259

営業利益(又は営業損
失) 

1,531,778 108,627 230,152 (14,793) 1,855,763 (368,006) 1,487,757

  事業区分 主要な商品

  建材関連事業 石材、タイル、新建材（コーリーライト等）、及び工事等 

  HRB事業 ホームセンター向けガーデニング関連商品等

  不動産賃貸事業 本社ビル、流通センター等の賃貸

  その他の事業 倉庫業

    
前中間連結会計期間

（千円） 
主な内容 

  
消去又は全社の項目
に含めた配賦不能営
業費用の金額 

372,675
当社の総務・経理部門等の管理部
門に係る費用であります。 



当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

 （注） 事業区分の方法及び各区分に属する主要な商品の名称 

１．事業区分の方法：商品の種類及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

  

２．各区分に属する主要な商品等 

  

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

  

 

  
建材関連事
業 
（千円） 

HRB事業 
（千円） 

不動産賃
貸事業 
（千円） 

その他の
事業 

（千円） 

計
（千円） 

消去又 
は全社 
（千円） 

連 結
（千円） 

売上高      

(1）
外部顧客に対する売
上高 

7,111,644 849,520 － － 7,961,164 － 7,961,164

(2)
セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ － 431,100 153,034 584,134 (584,134) －

  計 7,111,644 849,520 431,100 153,034 8,545,298 (584,134) 7,961,164

営業費用 5,604,487 776,875 171,652 158,573 6,711,588 (174,589) 6,536,998

営業利益(又は営業損
失) 

1,507,157 72,644 259,448 (5,539) 1,833,710 (409,545) 1,424,165

  事業区分 主要な商品

  建材関連事業 石材、タイル、新建材（コーリーライト等）、及び工事等 

  HRB事業 ホームセンター向けガーデニング関連商品等

  不動産賃貸事業 本社ビル、流通センター等の賃貸

  その他の事業 倉庫業

    
当中間連結会計期間

（千円） 
主な内容 

  
消去又は全社の項目
に含めた配賦不能営
業費用の金額 

363,969
当社の総務・経理部門等の管理部
門に係る費用であります。 



前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

 （注） 事業区分の方法及び各区分に属する主要な商品の名称 

１．事業区分の方法：商品の種類及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

  

２．各区分に属する主要な商品等 

  

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

  

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社

及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高が連結売上高の10％未満であるた

め、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 

  
建材関連事
業 
（千円） 

HRB事業 
（千円） 

不動産賃
貸事業
（千円） 

その他の
事業 

（千円） 

計
（千円） 

消去又 
は全社 
（千円） 

連 結
（千円） 

売上高      

(1）
外部顧客に対する売
上高 

14,883,091 1,302,080 － － 16,185,172 － 16,185,172

(2）
セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ － 863,539 300,630 1,164,169 (1,164,169) －

  計 14,883,091 1,302,080 863,539 300,630 17,349,341 (1,164,169) 16,185,172

営業費用 11,348,348 1,160,946 429,067 312,949 13,251,311 (355,213) 12,896,098

営業利益(又は営業損
失) 

3,534,743 141,134 434,472 (12,319) 4,098,030 (808,955) 3,289,074

  事業区分 主要な商品

  建材関連事業 石材、タイル、新建材（コーリーライト等）、及び工事等 

  HRB事業 ホームセンター向けガーデニング関連商品等

  不動産賃貸事業 本社ビル、流通センター等の賃貸

  その他の事業 倉庫業

    
前連結会計年度

（千円） 
主な内容 

  
消去又は全社の項目
に含めた配賦不能営
業費用の金額 

817,532
当社の総務・経理部門等の管理部
門に係る費用であります。 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

  

 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  
１株当たり純資産額 797円29銭

１株当たり中間純利益金
額 

36円97銭

  
１株当たり純資産額 809円32銭

１株当たり中間純利益金
額 

34円06銭

１株当たり純資産額 828円91銭

１株当たり当期純利益金
額 

82円95銭

潜在株式調整後1株当たり中間純利
益金額 

潜在株式調整後1株当たり中間純利
益金額 

潜在株式調整後1株当たり当期純利
益金額 

34円41銭 31円66銭 77円09銭 

  
前中間連結会計期間

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

１株当たり中間（当期）純利益
金額 

 

中間（当期）純利益（千円） 902,625 812,457 2,005,886 

普通株主に帰属しない金額 
（千円） 

－ － － 

（うち利益処分による役員賞
与） 

（－） （－） （－） 

普通株式に係る中間（当期）純
利益（千円） 

902,625 812,457 2,005,886 

期中平均株式数（千株） 24,412 23,853 24,181 

潜在株式調整後1株当たり中間
（当期）純利益金額 

 

普通株式増加数(千株) 1,826 1,809 1,837 

（うち新株予約権方式によるス
トックオプション） 
（うち転換社債型新株予約権付
社債） 

（17）
（1,809） 

（－）
（1,809） 

（28） 
（1,809） 

希薄化効果を有しないため、潜
在株式調整後1株当たり中間
（当期）純利益の算定に含めな
かった潜在株式の概要 

───── 
  
  
  
  

───── ───── 



（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 （自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間 （自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

 該当事項はありません。 

  

前連結会計年度 （自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

 該当事項はありません。 

  

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

 

    
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 
当中間会計期間末
(平成19年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表
(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）          

Ⅰ 流動資産          

１．現金及び預金   2,042,399   980,297 2,588,505  

２．受取手形 ※４ 2,209,118   2,051,973 2,379,563  

３．売掛金   2,356,498   2,526,876 2,487,815  

４．たな卸資産   3,157,286   4,240,515 3,207,650  

５．その他   207,146   217,449 222,619  

６．貸倒引当金   △21,632   △19,391 △23,120  

流動資産合計     9,950,816 38.5 9,997,720 39.4   10,863,033 41.0

Ⅱ 固定資産          

(1）有形固定資産          

１．建物及び構築物 ※１ 1,626,301   1,493,834 1,559,962   

２．土地   1,435,619   1,435,619 1,435,619   

３．その他 ※１ 176,583   156,151 159,329  

有形固定資産合計     3,238,504 3,085,605   3,154,911 

(2）無形固定資産     65,203 62,213   54,727 

(3）投資その他の資産          

１．投資有価証券   3,168,297   2,410,286 2,773,887  

２．関係会社株式   8,157,269   8,157,269 8,157,269  

３．繰延税金資産   －   293,145 147,592  

４．長期積立金   537,420   658,973 604,230  

５．その他   748,273   730,220 732,642  

６．貸倒引当金   △16,686   △3,518 △2,231  

投資その他の資産
合計 

    12,594,574 48.7 12,246,375 48.2   12,413,391 46.9

固定資産合計     15,898,282 61.5 15,394,194 60.6   15,623,030 59.0

           

Ⅲ 繰延資産          

社債発行費   4,702   － －  

 繰延資産合計     4,702 0.0 － －   － －

資産合計     25,853,801 100.0 25,391,915 100.0   26,486,064 100.0

           



 

    
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 
当中間会計期間末
(平成19年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表
(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）          

Ⅰ 流動負債          

１．買掛金   542,299   375,152 447,923  

２．未払法人税等   550,249   512,264 705,940  

３．賞与引当金   61,400   73,550 55,200  

４．役員賞与引当金   40,000   40,000 80,000  

５．その他 ※３ 276,216   289,816 309,244  

流動負債合計     1,470,165 5.7 1,290,783 5.1   1,598,308 6.0

Ⅱ 固定負債          

１．社債   3,000,000   3,000,000 3,000,000  

２．転換社債型新株予
約権付社債 

  3,000,000   3,000,000 3,000,000  

３. 長期未払金   －   224,348 －  

４．繰延税金負債   2,953   － －  

５．役員退職慰労引当
金 

  217,298   － 224,382  

６．その他   9,000   9,000 9,000  

固定負債合計     6,229,252 24.1 6,233,348 24.5 6,233,382 23.6

負債合計     7,699,417 29.8 7,524,132 29.6   7,831,690 29.6



  

  

    
前中間会計期間末 

（平成18年9月30日） 
当中間会計期間末

（平成19年9月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年3月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）          

Ⅰ 株主資本          

１. 資本金     12,500,000 48.3 12,500,000 49.2   12,500,000 47.2

２. 資本剰余金          

(1）資本準備金   2,230,972   2,230,972 2,230,972  

資本剰余金合計     2,230,972 8.6 2,230,972 8.8   2,230,972 8.4

３. 利益剰余金          

(1）利益準備金   575,049   670,818 575,049  

(2）その他利益剰余金          

別途積立金   1,920,000   1,920,000 1,920,000  

繰越利益剰余金   3,664,404   4,237,709 4,613,378  

利益剰余金合計     6,159,454 23.8 6,828,528 26.9   7,108,428 26.8

４. 自己株式    △2,878,569 △11.1 △3,399,203 △13.4  △3,109,215 △11.7

株主資本合計     18,011,857 69.7 18,160,298 71.5   18,730,185 70.7

Ⅱ 評価・換算差額等          

１. その他有価証券評
価差額金 

    142,526 0.6 △284,735 △1.1   △74,852 △0.3

２. 繰延ヘッジ損益     － － △7,779 △0.0   △958 △0.0

評価・換算差額等合
計 

    142,526 0.6 △292,515 △1.2   △75,811 △0.3

純資産合計     18,154,383 70.2 17,867,783 70.4   18,654,373 70.4

負債純資産合計     25,853,801 100.0 25,391,915 100.0   26,486,064 100.0

           



②【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     7,491,339 100.0 7,651,074 100.0   15,600,519 100.0

Ⅱ 売上原価     4,042,189 54.0 4,307,085 56.3   8,518,083 54.6

売上総利益     3,449,150 46.0 3,343,989 43.7   7,082,436 45.4

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    2,262,091 30.2 2,207,107 28.8   4,388,168 28.1

営業利益     1,187,059 15.8 1,136,882 14.9   2,694,267 17.3

Ⅳ 営業外収益 ※１   126,652 1.7 162,779 2.1   278,691 1.8

Ⅴ 営業外費用 ※２   34,306 0.6 27,950 0.4   67,264 0.5

経常利益     1,279,404 17.1 1,271,711 16.6   2,905,695 18.6

Ⅵ 特別利益 ※３   19,158 0.3 1,000 0.0   16,657 0.1

Ⅶ 特別損失 ※４   5,346 0.1 94,814 1.2   31,894 0.2

税引前中間（当
期）純利益 

    1,293,217 17.3 1,177,896 15.4   2,890,459 18.5

法人税、住民税及
び事業税 

  518,799   490,215 1,167,279  

法人税等調整額   34,242 553,042 7.4 9,892 500,107 6.5 25,185 1,192,464 7.6

中間（当期）純利
益 

    740,175 9.9 677,789 8.9   1,697,994 10.9

              



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日） 

  

 （注） 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

 

  

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主資本合
計 資本準備

金 
資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益剰余金
利益剰余
金合計 別途積立

金 
繰越利益剰
余金 

平成18年3月31日 残高 
（千円） 

12,500,000 2,230,972 2,230,972 466,984 1,920,000 4,112,947 6,499,932 △2,264,051 18,966,853

中間会計期間中の変動
額 

       

剰余金の配当 
（注） 

      108,065 △1,088,718 △980,653   △980,653

役員賞与（注）       △100,000 △100,000   △100,000

中間純利益       740,175 740,175   740,175

自己株式の取得       △614,517 △614,517

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額） 

       

中間会計期間中の変動額
合計（千円） 

－ － － 108,065 － △448,543 △340,477 △614,517 △954,995

平成18年9月30日 残高 
（千円） 

12,500,000 2,230,972 2,230,972 575,049 1,920,000 3,664,404 6,159,454 △2,878,569 18,011,857

  

評価・換算差額等 

純資産合計
その他有価証券評

価差額金 
評価・換算差額

等合計 

平成18年3月31日 残高 
（千円） 

266,884 266,884 19,233,737

中間会計期間中の変動
額 

剰余金の配当 
（注） 

△980,653

役員賞与（注） △100,000

中間純利益 740,175

自己株式の取得 △614,517

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額） 

△124,357 △124,357 △124,357

中間会計期間中の変動額
合計（千円） 

△124,357 △124,357 △1,079,353

平成18年9月30日 残高 
（千円） 

142,526 142,526 18,154,383



当中間会計期間（自平成19年4月1日 至平成19年9月30日） 

  

  

  

 

  

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主資本合
計 資本準備

金 
資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益剰余金
利益剰余
金合計 別途積立

金 
繰越利益剰
余金 

平成19年3月31日 残高 
（千円） 

12,500,000 2,230,972 2,230,972 575,049 1,920,000 4,613,378 7,108,428 △3,109,215 18,730,185

中間会計期間中の変動
額 

       

剰余金の配当 
  

      95,768 △1,053,457 △957,688   △957,688

中間純利益       677,789 677,789   677,789

自己株式の取得       △289,987 △289,987

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額） 

       

中間会計期間中の変動額
合計（千円） 

－ － － 95,768 － △375,668 △279,899 △289,987 △569,887

平成19年9月30日 残高 
（千円） 

12,500,000 2,230,972 2,230,972 670,818 1,920,000 4,237,709 6,828,528 △3,399,203 18,160,298

  

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評

価差額金 
繰延ヘッジ損益

評価・換算差額
等合計 

平成19年3月31日 残高 
（千円） 

△74,852 △958 △75,811 18,654,373

中間会計期間中の変動
額 

剰余金の配当 △957,688

中間純利益 677,789

自己株式の取得 △289,987

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額） 

△209,882 △6,820 △216,703 △216,703

中間会計期間中の変動額
合計（千円） 

△209,882 △6,820 △216,703 △786,590

平成19年9月30日 残高 
（千円） 

△284,735 △7,779 △292,515 17,867,783



前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日） 

  

 （注） 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

  

  次へ 

  

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主資本合
計 資本準備

金 
資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益剰余金
利益剰余
金合計 別途積立

金 
繰越利益剰
余金 

平成18年3月31日 残高 
（千円） 

12,500,000 2,230,972 2,230,972 466,984 1,920,000 4,112,947 6,499,932 △2,264,051 18,966,853

事業年度中の変動額        

剰余金の配当 
（注） 

      108,065 △1,088,718 △980,653   △980,653

役員賞与（注）       △100,000 △100,000   △100,000

当期純利益       1,697,994 1,697,994   1,697,994

自己株式の取得       △884,816 △884,816

自己株式の処分       △8,845 △8,845 39,652 30,807

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額（純額） 

       

事業年度中の変動額合計
（千円） 

－ － － 108,065 － 500,430 608,496 △845,164 △236,668

平成19年3月31日 残高 
（千円） 

12,500,000 2,230,972 2,230,972 575,049 1,920,000 4,613,378 7,108,428 △3,109,215 18,730,185

  

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評

価差額金 
繰延ヘッジ損益

評価・換算差額
等合計 

平成18年3月31日 残高 
（千円） 

266,884 － 266,884 19,233,737

事業年度中の変動額 

剰余金の配当 
（注） 

△980,653

役員賞与（注） △100,000

当期純利益 1,697,994

自己株式の取得 △884,816

自己株式の処分 30,807

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額（純額） 

△341,737 △958 △342,695 △342,695

事業年度中の変動額合計
（千円） 

△341,737 △958 △342,695 △579,363

平成19年3月31日 残高 
（千円） 

△74,852 △958 △75,811 18,654,373



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1) 有価証券 (1) 有価証券 (1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 

  総平均法による原価法 同    左 同    左 

  その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は総平均法によ

り算定） 

同    左 決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売

却原価は総平均法により算

定） 

  時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  総平均法による原価法 同    左 同    左 

  (2）デリバティブ (2）デリバティブ (2）デリバティブ 

  時価法 同    左 同    左 

  (3) たな卸資産 (3) たな卸資産 (3) たな卸資産 

  商品 商品 商品 

  移動平均法による原価法 同    左 同    左 

  貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

  終仕入法による原価法 同    左 同    左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 

 定率法を採用しております。

但し、平成10年度の法人税法の

改正に伴い平成10年４月１日以

降に取得した建物(建物附属設

備を除く)については、定額法

を採用しております。なお、取

得価額が10万円以上20万円未満

の資産については、法人税法の

規定に基づく３年均等償却を採

用しております。 

なお、主な耐用年数は、以下

のとおりであります。 

同    左 同    左 

建物及び構築物     
３年～50年     

機械装置及び運搬具     
３年～12年     

───── （会計方針の変更） ───── 

  当社は、法人税法の改正に伴

い、当中間会計期間より、平成

19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方

法に変更しております。 

なお、これに伴う損益への影

響は軽微であります。 

  

        



 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  ───── （追加情報） ───── 

     当社は、法人税法の改正に伴

い、平成19年３月31日以前に取

得した資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事

業年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を5年間

にわたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上しております。 

なお、これに伴う損益への影

響は軽微であります。 

  

  (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 

   定額法を採用しております。

但し、ソフトウェア（自社利

用）については、社内における

利用可能期間（５年）に基づく

定額法によっております。 

  

同    左 同    左 

３．繰延資産の処理方法 社債発行費については、旧商

法施行規則第39条に規定する

長期間（３年）で均等償却して

おります。 

  

───── 社債発行費については、旧商

法施行規則第39条に規定する

長期間（３年）で均等償却して

おります。 

  

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については、個

別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しておりま

す。 

同    左 同    左 

  (2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支払に備える

ため、支給見込額に基づき計上

しております。 

同    左 同    左 

  （3）役員賞与引当金 (3) 役員賞与引当金 (3) 役員賞与引当金 

  役員賞与の支出に備えて、当

事業年度における支給見込額の

当中間会計期間負担額を計上し

ております。 

同    左  役員賞与の支出に備えて、当

事業年度における支給見込額に

基づき計上しております。 

        



  
 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  （会計方針の変更） ───── （会計方針の変更） 

  当中間会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第4号平成17年11月29

日）を適用しております。 

これにより営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益は、そ

れぞれ40,000千円減少しており

ます。 

  当事業年度より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計

基準第4号平成17年11月29日）を

適用しております。 

これにより営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益は、そ

れぞれ80,000千円減少しており

ます。 

  (4) 役員退職慰労引当金 (4) 役員退職慰労引当金 (4) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づく中間期

末要支給額を計上しておりま

す。 

役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づく要支給

額を計上しておりましたが、平

成19年６月28日開催の定時株主

総会終結時をもって役員退職慰

労金制度を廃止いたしました。 

これに伴い、当該定時株主総

会までの期間に対応する役員退

職慰労引当金は長期未払金に振

替えております。 

役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。 

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

同    左 同    左 

６．ヘッジ会計の方法 イ ヘッジ会計の方法 イ ヘッジ会計の方法 イ ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。 

同    左 同    左 

  ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段…為替予約取引 ヘッジ手段… 同 左 ヘッジ手段… 同 左 

  ヘッジ対象…外貨建輸入予定

取引 

ヘッジ対象… 同 左 ヘッジ対象… 同 左 

  ハ ヘッジ方針 ハ ヘッジ方針 ハ ヘッジ方針 

  為替予約は為替予約変動リス

クをヘッジするため、成約残高

の範囲内で行なうこととし、投

機目的の取引は行わない方針で

あります。 

同    左 同    左 

  ニ ヘッジ有効性評価の方法 ニ ヘッジ有効性評価の方法 ニ ヘッジ有効性評価の方法 

  取引全てが将来の購入予定に

基づくものであり、実行の可能

性が極めて高いため、有効性の

判断は省略しております。 

  

同    左 同    左 

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式よっておりま

す。 

  

同    左 同    左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

  

───── 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

当中間会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第5号 平成17年12月9日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第8号 平成17年12月9日）を適用し

ております。 

これまでの資本の部の合計に相当する金

額は18,154,383千円であります。 

なお、当中間会計期間における中間貸借

対照表の純資産の部については、中間財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財

務諸表等規則により作成しております。 

  

  当事業年度より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第5号 平成17年12月9日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針

第8号 平成17年12月9日）を適用しており

ます。 

これまでの資本の部の合計に相当する金

額は18,653百万円であります。 

なお、当事業年度における貸借対照表の

純資産の部については、財務諸表等規則の

改正に伴い、改正後の財務諸表等規則によ

り作成しております。 

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  

（中間損益計算書関係） 

  

 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

321,416千円 457,249千円 402,141千円 

２．偶発債務 ２．偶発債務 ２．偶発債務 

社員会の債務保証額 13,666千円

    

社員会の債務保証額 4,201千円

    

社員会の債務保証額 6,953千円

受取手形裏書譲渡高 17,200 

     

※３．消費税等の取扱 ※３．消費税等の取扱 ※３．消費税等の取扱 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債の「その他」に含め

て表示しております。 

同    左 同    左 

※４ 中間会計期間末日満期手形 ※４ 中間会計期間末日満期手形 ※４ 事業年度末日満期手形 

中間会計期間末日満期手形の会計処

理については、当中間会計期間の末日

が金融機関の休日でしたが、満期日に

決済が行われたものとして処理してお

ります。なお、当中間会計期間末日満

期手形の金額は、次のとおりでありま

す。 

同    左 事業年度末日満期手形の会計処理に

ついては、当事業年の末日が金融機関

の休日でしたが、満期日に決済が行わ

れたものとして処理しております。な

お、当事業年度末日満期手形の金額

は、次のとおりであります。 

  
受取手形 146,400千円

  
受取手形 128,067千円 受取手形 149,672千円

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 
  

受取運賃収入 73,413千円

仕入割引 10,534 

  
受取運賃収入 81,508千円

仕入割引 13,610 

受取運賃収入 172,129千円

仕入割引 24,193 

      

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 
  

支払利息 91千円

社債利息 25,561 

社債発行費償却 4,702 

  

  

支払利息 997千円

社債利息 25,561 

支払利息 219千円

社債利息 50,850 

社債発行費償却 9,405 

      

※３．特別利益の主要項目 ※３．特別利益の主要項目 ※３．特別利益の主要項目 
  

  
貸倒引当金戻入益 19,158千円

  

  
固定資産売却益 1,000千円 固定資産売却益 220千円

貸倒引当金戻入益 16,437 

      

※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 
  

  
固定資産処分損 5,346千円

  
固定資産処分損 40,946千円

投資有価証券評価損 53,868 

固定資産処分損 5,923千円

投資有価証券評価損 25,970 

      

５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 
  

有形固定資産 88,300千円

無形固定資産 10,458 

  
有形固定資産 76,232千円

無形固定資産 9,393 

有形固定資産 178,539千円

無形固定資産 20,563 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加417千株は、市場買付による取得及び単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

当中間会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加242千株は、市場買付による取得及び単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

前事業年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加611千株は、市場買付による取得及び単元未満株式の買取りによる増加であり、普通株

式の減少37千株はストック・オプションの権利行使によるものであります。 

  

  

  次へ 

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当中間会計期間増
加株式数（千株） 

当中間会計期間減
少株式数（千株） 

当中間会計期間末
株式数（千株） 

普通株式（注） 2,390 417 － 2,807 

合計 2,390 417 － 2,807 

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当中間会計期間増
加株式数（千株） 

当中間会計期間減
少株式数（千株） 

当中間会計期間末
株式数（千株） 

普通株式（注） 2,964 242 － 3,206 

合計 2,964 242 － 3,206 

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式（注） 2,390 611 37 2,964 

合計 2,390 611 37 2,964 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

リース物件の所有者が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有者が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有者が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

  

契約の内容の重要性が乏しく、契約１件

当たりの金額が少額なリース取引のため、

中間財務諸表等規則第５条の３の規定を準

用する財務諸表等規則第８条の６第６項の

規定により、記載を省略しております。 

  

  

同   左 

  

契約の内容の重要性が乏しく、契約１件

当たりの金額が少額なリース取引のため、

財務諸表等規則第８条の６第６項の規定に

より、記載を省略しております。 



（有価証券関係） 

前中間会計期間 （自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当中間会計期間 （自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

前事業年度 （自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

  

（重要な後発事象） 

前中間会計期間 （自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

  該当事項はありません。 

  

当中間会計期間 （自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

  該当事項はありません。 

  

前事業年度 （自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

  該当事項はありません。 

  

  

項目 
前中間会計期間

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 753円34銭 753円74銭 779円14銭

１株当たり中間(当期)純利益金額 30円32銭 28円41銭 70円22銭

潜在株式調整後１株当たり中間
(当期)純利益金額 

28円22銭 26円41銭 65円26銭

  
前中間会計期間

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金
額 

    

中間（当期）純利益（千円） 740,175 677,789 1,697,994 

普通株主に帰属しない金額 
（千円） 

－ － － 

（うち利益処分による役員賞与） （－） （－） （－）

普通株式に係る中間（当期）純利
益（千円） 

740,175 677,789 1,697,994 

期中平均株式数（千株） 24,412 23,853 24,181 

潜在株式調整後1株当たり中間
（当期）純利益金額 

普通株式増加数（千株） 1,826 1,809 1,837 

（うち新株予約権方式によるスト
ックオプション） 
（うち転換社債型新株予約権付社
債） 

（17）
（1,809） 

（－）
（1,809） 

（28）
（1,809） 

希薄化効果を有しないため、潜在
株式調整後1株当たり中間（当
期）純利益の算定に含めなかった
潜在株式の概要 

──── 
  
  
  
  

──── ──── 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  



第６【提出会社の参考情報】 
  

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

（1）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第34期）（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）平成19年６月29日関東財務局長に提出 

訂正報告書（第34期有価証券報告書の訂正報告書）を平成19年10月２日に関東財務局長に提出 

（2）自己株券買付状況報告書 

   報告期間 （自 平成19年７月３日 至 平成19年７月31日）平成19年８月７日関東財務局長に提出 

報告期間 （自 平成19年８月１日 至 平成19年８月31日）平成19年９月７日関東財務局長に提出 

報告期間 （自 平成19年９月１日 至 平成19年９月30日）平成19年10月15日関東財務局長に提出 

報告期間 （自 平成19年10月１日 至 平成19年10月31日）平成19年11月５日関東財務局長に提出 

報告期間 （自 平成19年11月１日 至 平成19年11月30日）平成19年12月５日関東財務局長に提出 

  

 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
  

 該当事項はありません。 

  

  



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月１５日

株 式 会 社 ア ド ヴ ァ ン 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社アドヴァン

の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月

３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び

中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社アドヴァン及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平

成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。 

  

追記情報 

 １．中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載のとおり、会社は当中間連結会計期間より、「役員賞与に関する

会計基準」を適用して中間連結財務諸表を作成している。 

 ２．中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当中間連結会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」を適用して中間

連結財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 新 田   誠 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 入 江 秀 雄 

      



  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の中間監査報告書   

  平成19年12月14日

株式会社アドヴァン   

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 新田 誠   印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 入江 秀雄  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社アドヴァンの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平

成19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損

益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この

中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に

必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対

する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社アドヴァン及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関

する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提

出会社）が別途保管しております。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月１５日

株 式 会 社 ア ド ヴ ァ ン 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社アドヴァン

の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第３４期事業年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月

３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を

行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社アドヴァンの平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年

９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 １．中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載のとおり、会社は当中間会計期間より、「役員賞与に関する会計基

準」を適用して中間財務諸表を作成している。 

 ２．中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」を適用して中間財務諸表

を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 新 田   誠 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 入 江 秀 雄 

      



  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の中間監査報告書   

  平成19年12月14日

株式会社アドヴァン   

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 新田 誠   印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 入江 秀雄  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社アドヴァンの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成

19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中

間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、株式会社アドヴァンの平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年

４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提

出会社）が別途保管しております。 
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